
○
内
閣
府
令
第
七
十
六
号 

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年

法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
再
生
法
施
行
規
則
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
九
月
六
日 

内
閣
総
理
大
臣　

岸
田　

文
雄 

地
域
再
生
法
施
行
規
則
及
び
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令 

（
地
域
再
生
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

地
域
再
生
法
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
内
閣
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付

し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し

て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 



改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

 
 

（
地
域
再
生
計
画
の
記
載
事
項
）

（
地
域
再
生
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
条　

法
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

第
二
条　

法
第
五
条
第
三
項
第
二
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も

 
 

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

 
 

［
一
～
五　

略
］

［
一
～
五　

同
上
］

六　

法
第
五
条
第
四
項
第
四
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

六　

法
第
五
条
第
四
項
第
四
号
の
事
項
を
記
載
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

 
 

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

 
 

イ　

［
略
］

イ　

［
同
上
］

ロ　

法
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
の
事
項
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
、
地
域
再
生
推

ロ　

法
第
五
条
第
四
項
第
四
号
ロ
の
事
項
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
、
地
域
再
生
推

進
法
人
（
同
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
再
生
推
進
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

進
法
人
（
同
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
再
生
推
進
法
人
を
い
う
。
第
七
条
第
一
項

又
は
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
共
的
団
体
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
に
関
す

第
一
号
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
も
の
を
記
載
す
る
場
合　

同
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事

る
公
共
的
団
体
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
業
に
関
す
る
も
の
を
記
載
す
る
場
合　

同

 

業
の
種
別
、
当
該
事
業
の
内
容
及
び
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
の
名
称

条
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
又
は
ハ
に
掲
げ
る
事
業
の
種
別
、
当
該
事
業
の
内
容

 
 

及
び
当
該
事
業
を
実
施
す
る
者
の
名
称

 
 

［
ハ
・
ニ　

略
］

［
ハ
・
ニ　

同
上
］

 
 

［
七
～
二
十
一　

略
］

［
七
～
二
十
一　

同
上
］

 
 

［
２
～
４　

略
］

［
２
～
４　

同
上
］

 
 

（
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
作
成
等
の
提
案
） 

 

第
四
十
五
条　

法
第
十
七
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
住
宅
団
地
再
生
事

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 

業
計
画(

法
第
十
七
条
の
三
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計

 

画
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)

の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う

 

と
す
る
地
域
再
生
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載

 

し
た
提
案
書
に
地
域
住
宅
団
地
再
生
事
業
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
認
定
市
町
村
に

 
 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 



（
職
員
の
派
遣
の
要
請
手
続
等
） 

（
職
員
の
派
遣
の
要
請
手
続
等
） 

第
四
十
六
条　

［
略
］

第
四
十
五
条　

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

沖
縄
総
合
事
務
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
内
閣
府
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付

し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

（
企
画
室
の
所
掌
事
務
） 

（
企
画
室
の
所
掌
事
務
） 

第
八
十
四
条　

企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

第
八
十
四
条　

企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 
 

［
一
～
四　

略
］

［
一
～
四　

同
上
］

五　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
五
十
四
第
一
項

五　

地
域
再
生
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
十
六
第
一
項

 

に
規
定
す
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

に
規
定
す
る
住
宅
団
地
再
生
貨
物
運
送
共
同
化
実
施
計
画
の
認
定
に
関
す
る
こ
と

 
 

。

。

［
六
～
九　

略
］

［
六
～
九　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附　

則 

　

こ
の
府
令
は
、
地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


